
土木請負工事必携

改訂理由等

契約変更を行った場
合の委任の範囲は、
契約変更以降の変
更予定額の累計が
当初請負代金の
20％に相当する額
（20％に相当する額
が1000万円を超える
場合は1000万円）以
内とする。
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